








おわりに 

 心身障害児の発生予防が完全になしえぬ現在,心身障害児とりわけ脳損傷児の超早期発

見と超早期療育の重要性がいわれている。この目標にそって日本の各地で障害児の通園施

設が設立され運営されているが,その多くが,3 歳以上のグループ療育が可能な児の通園施

設となっている。これでは障害児の早期発見,早期療育とはいえるが,障害児の超早期発見,

超早期療育とはいえない。今迄の通園の害を除き障害児の超早期発見と超早期療育の実を

あげるために当園では全国にさきがけ昭和52年10月から58年1月迄5年4か月間仮称“乳

児通園"というものを実施してきた。 

 その結果次の事が知れた。 

 (1)通園措置した患児の病名は,CP,MR・Epi,Brain-damaged Baby,Risk-Ba-by,Floppy 

infant,D D,その他等であるが,現在迄措置解除しえた 153 名中,112 名約 73.2%が通園して

6か月～1年 6か月の内に外来で定期に follow up するだけでよい例に転換しえた。 

  (2)措置時に CP,Brain-damaged Baby と考えられた例では,定期検診への措置がえをする

事が少なかったが,これらCPやBrain-damaged Babyの中にも他の医療設備の少ない通園施

設等への措置がえしうる例がみられた。 

 (3)Risk-Baby,DD 児,Floppy infant では,その成果はみるべきものがあった。 

  以上のような事から心身障害児の超早期発見,超早期療育という心身障害児厚生行政の

実を上げる一策として当園で実施している仮称“乳児通園"といった施策は,少なくとも東

京都では条例化をも考えてよい時期にきているのではないかと考える。仮称“乳児通園"

といった在宅障害児療育の一方法をここに提言し,本年度研究のまとめにしたい。 


